
  別添１ 
 

新たな化学物質規制に係る各施設での対応事項（対応フロー） 

 

               いいえ 

１．リスクアセスメント対象物（1） → 規制義務化の対象に当たらない（リス  

を自施設で取り扱っているか。   アセスメント対象物以外の物質であっ 

ても努力義務の対象となることに注意） 

↓はい                

２．化学物質管理者を選任しているか。（２） → 選任要件等の確認 

↓                      

３．リスクアセスメント対象物にラベル表示や安全データシート（以下「SDS」 

という。）等による危険性等の情報伝達（３）がなされているか。                 

       ↓ 

４．リスクアセスメント対象物を小分け等した容器にも上記３同様の対応（４）が 

なされているか。 

↓                  

５．リスクアセスメント（５）を行っているか。  

↓                いいえ 

６．リスクアセスメント結果に基づく措置が必要か。 →   ９へ  

↓はい             いいえ 

７．リスクアセスメント対象物を扱う際にマスク、 →   ９へ  

グローブ等の保護具の着用を要するか。 

↓はい                  

８．保護具着用管理責任者を選任しているか。（６） → 選任要件等の確認 

↓                   

９．リスクアセスメント結果等を作成・記録及び職員へ周知（７）しているか。  

↓                    

10．労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される濃度の低減措置等（８）を 

実施しているか。 

↓                    

11．衛生委員会の付議事項（９）を追加しているか。                         

↓                 

12．化学物質の安全衛生に関する教育（10）を行っているか。  

↓                

13．皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止対策（11）を行っているか。 

 

※フロー中の番号が付いている専門用語等については別添２<新たな化学物質規制への対応

フローの詳細>にて説明をしています。フロー中の番号と別添２の番号は対応しています

ので、説明を確認しながら進めてください。 


